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◇大和高田市介護保険条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」

及び「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令」

の公布に伴い、所要の規定の整備を行うものです。 

２ 改正の内容 

第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年

度における保険料率を「３５，１６０円」から「３１，５６０円」に引き下げます。（第４条関係） 

３ 施行期日 

  公布の日 

  

公布された条例のあらまし 
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条例第２１号 

 大和高田市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２７年６月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市介護保険条例の一部を改正する条例 

大和高田市介護保険条例（平成１２年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第４条に次の１項を加える。 

３ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成２７年度から平成

２９年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、３１，６８０円とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大和高田市介護保険条例第４条第３項の規定は、平成２７年度分の保険料から適用し、

平成２６年度以前の年度分の保険料については、適用しない。 

 

 

 

規則第２号の３ 

 大和高田市公印規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２７年３月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市公印規則の一部を改正する規則 

 大和高田市公印規則（平成１６年規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

別表専用公印１４の項中「国民健康保険」の次に「及び後期高齢者医療保険」を加える。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

規則第６号 

 大和高田市妊婦健康診査実施規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市妊婦健康診査実施規則の一部を改正する規則 

 大和高田市妊婦健康診査実施規則（平成２１年規則第２０号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第１３条」を「第１３条第１項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

規則第７号 

 大和高田市消防団規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

規 則 

条 例 
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   大和高田市消防団規則の一部を改正する規則 

 大和高田市消防団規則の一部を改正する規則（昭和３６年規則第７号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第１第３分団の項中「土庫３丁目１番２５号」を「大字土庫１６５番地５」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

規則第８号 

 大和高田市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定める規則の一部

を改正する規則を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定める規則の

一部を改正する規則 

 大和高田市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定める規則の一部

を改正する規則（平成１８年規則第３７号の３）の一部を次のように改正する。 

 本則中「１０４，５３０円」を「１０４，５７０円」に、「５６，７２０円」を「５６，７９０円」

に、「５２，２７０円」を「５２，２９０円」に、「２８，３６０円」を「２８，４００円」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の規定は、平成２７年４月１日以後の期間に係る介護補償の額について適

用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。 

 

規則第１１号 

 大和高田市会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市会計規則の一部を改正する規則 

 大和高田市会計規則（平成１１年規則第５９号）の一部を次のように改正する。 

 第１７条の７第１項中「第４４条の２」の次に「、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１５８条並びに子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）附則第６条第５項及び子ども・

子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）附則第４条」を加え、「同法第５６条第３項に規

定する額（以下「保育料」という。）」を「大和高田市子どものための教育・保育に関する利用者負

担等を定める条例（平成２７年条例第７号）に定める保育料」に改める。 

 第６３条第２号中「医療用物品」の次に「、幼保連携型認定こども園給食用物品」を加える。 

 別表第１中「軽自動車税」の次に「・国民健康保険税」を加え、 

「 

市民課 課長 戸籍・住民基本台帳・印鑑証明及

びその他証明書の発行及び閲覧等

に係る手数料の収納 

窓口係長 

  火葬場使用料に係る使用料の収納   

  その他所管に係る収入の収納   

  所管に係る物品の出納・保管   

参事 所管に係る収入の収納   

  所管に係る物品の出納・保管   
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                                   」を 

「 

市民課 課長 戸籍・住民基本台帳・印鑑証明及

びその他証明書の発行及び閲覧等

に係る手数料の収納 

窓口係長 

  火葬場使用料に係る使用料の収納   

  その他所管に係る収入の収納   

  所管に係る物品の出納・保管   

                                   」に、 

「 

まちづく

り振興室

産業振興

課 

(選挙管理 

選挙管理

務局 

農業委局 

課長 

  

  

 

農用地区域外証明等に係る手数料

の収納 

  

その他所管に係る収入の収納   

所管に係る物品の出納・保管   

参事 大和平野土地改良区決済金に係る

収納 

  

  その他所管に係る収入の収納   

  所管に係る物品の出納・保管   

                                   」を 

「 

まちづく

り振興室

産業振興

課 

課長 農用地区域外証明等に係る手数料

の収納 

  

  その他所管に係る収入の収納   

  所管に係る物品の出納・保管   

選挙管理

委員会事

務局 

課長 所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

 

農業委員

会事務局 

課長 大和平野土地改良区決済金に係る

収納 

  

  その他所管に係る収入の収納   

  所管に係る物品の出納・保管   

                                   」に、 

「 

保育課 課長 保育料の収納 

各保育所の利用料及び諸費等に係

る収納 

その他所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

大和高田市保育所

条例施行規則（平

成１７年規則第１

号）第１４条第１

項に規定する徴収

職員に任命された

者 

                                   」を 

「 

保育課 

  

課長 保育料の収納 所属職員 

 各保育所及び幼保連携型認定こど

も園の使用料（保育料を除く。）及

び諸費等に係る収納 

 

   その他所管に係る収入の収納 

   所管に係る物品の出納・保管 

                                   」に、 
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「 

保険医療

課 

課長 国民健康保険税及びその附帯金の

収納 

後期高齢者医療保険料の収納 

その他所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

保険係に所属する

職員及び大和高田

市国民健康保険税

徴収嘱託員に関す

る規則（平成２年

規則第４号）第３

条第２項に規定す

る嘱託員 

    医療係長 

                                   」を 

「 

保険医療

課 

課長 

  

後期高齢者医療保険料の収納 

その他所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

医療係に所属する

職員及び大和高田

市国民健康 

                                   」に、 

「事務長」を「天満診療所係長」に、 

「 

建築住宅

課 

課長及

び参事 

市営住宅及びその附帯施設等に係

る使用料の収納 

市営住宅に係る敷金の収納 

その他所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

所属職員及び大和

高田市営住宅等家

賃徴収嘱託員に関

する要綱（平成３

年告示第１１号）

第３条第２項に規

定する嘱託員 

                                   」を 

「 

建築住宅

課 

課長及

び参事 

市営住宅及びその附帯施設等に係

る使用料の収納 

市営住宅に係る敷金の収納 

その他所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

所属職員及び大和

高田市営住宅等家

賃徴収嘱託員に関

する要綱（平成３

年告示第１１号）

第３条第２項に規

定する嘱託員 

                                   」に、 

「 

契約監理

室 

課長 入札及び契約に係る保証金の収納   

  その他所管に係る収入の収納   

  所管に係る物品の出納・保管   

                                   」を 

「 

契約監理

室 

室長及

び課長 

入札及び契約に係る保証金の収納   

  その他所管に係る収入の収納   

  所管に係る物品の出納・保管   

                                   」に、 

「 

教育総務

課 

課長 教育委員会職員等に係る福利厚生

費及び所得税の取纏金の収納 
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  その他所管に係る収入の収納   

  所管に係る物品の出納・保管   

                                   」を 

「 

教育総務

課 

課長 教育委員会職員等に係る福利厚生

費及び所得税の取纏金の収納 

保健給食係長 

  その他所管に係る収入の収納   

  所管に係る物品の出納・保管   

                                   」に改め、 

「事務係長」を削り、 

「 

生涯学習

課 

課長 中央公民館の運営に係る使用料及

び手数料の収納 

公民館配属の職員 

  図書館の運営に係る使用料及び手

数料の収納 

図書館配属の職員 

  葛城コミュニティセンターの運営

に係る使用料の収納 

 

  各種教室及び講座の受講料   

  物品販売料   

  その他所管に係る収入の収納   

  所管に係る物品の出納・保管   

                                   」を 

「 

生涯学習

課 

課長 

  

中央公民館の運営に係る使用料及

び手数料の収納料及び 

生涯学習係に属す

る職員職 

葛城コミュニティセンターの運営

に係る使用料の収納 

 

  各種教室及び講座の受講料   

  物品販売料   

  その他所管に係る収入の収納   

  所管に係る物品の出納・保管   

                                   」に改める。 

 別表第２中 

「 

２０ 扶

助費 

支出決定

のとき 

支出しようと

する額 

請求書、支給明細書 

扶助決定書写し 

支出負担行為兼支

出命令書によるこ

とができる 

                                      」を 

「 

２０ 扶

助費 

支出決定

のとき 

支出しようと

する額 

請求書、支給明細書 

扶助決定書写し 

支出負担行為兼支

出命令書によるこ

とができる 

                                      」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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規則第１２号 

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成１２年規則第６号）の一部を次のように

改正する。 

題名を次のように改める。 

   鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則 

第１条中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正

化に関する法律」に、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令」を「鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関する法律施行令」に、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則」

を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」に改める。 

 様式第１号から様式第５号までの規定中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の

保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める。 

 様式第６号及び様式第７号中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則」を「鳥獣の保

護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年５月２９日から施行する。 

 

規則第１３号 

 大和高田市健康診査等負担金徴収規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市健康診査等負担金徴収規則の一部を改正する規則 

 大和高田市健康診査等負担金徴収規則（平成１７年規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

 別表中肺がん検診の部胸部エックス線検査の項中「３００円」を「４００円」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

規則第１４号 

 大和高田市立病院資格手当支給規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市立病院資格手当支給規則の一部を改正する規則 

 大和高田市立病院資格等手当支給規則（平成２６年規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第２号中「１５，０００円」を「３５，０００円」に改め、同項第６号を第７号とし、

第３号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を加える。 

 （３） 放射線治療専門放射線技師 ３５，０００円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の大和高田市立病院資格手当支給規則第３条の規定は、この規則の施行日

（以下「施行日」という。）以後に行われる資格等を活用した業務に係る特殊勤務手当の支給につ
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いて適用し、施行日前に行われた資格等を活用した業務に係る特殊勤務手当の支給については、な

お従前の例による。 

 

規則第１５号 

 大和高田市行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市行政組織規則の一部を改正する規則 

 大和高田市行政組織規則（平成２０年規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項の表中「企画法制係」を「企画法制グループ」に、「まちづくり・防災係」を「まちづ

くり推進係 防災係 市民交流センター準備係」に改め、「保護グループ 庶務係」の次に「 生活困

窮者自立支援係」を加え、「支援係」を「事務係 支援係」に、「国保グループ」を「国保係」に、「施

設管理グループ」を「施設管理係」に改める。 

 第４条第１項企画政策部の部企画法制課の款企画法制係の項中「企画法制係」を「企画法制グルー

プ」に改め、第１９号を第２０号とし、第８号から第１８号までを１号ずつ繰り下げ、第７号の次に

次の１号を加える。 

   （８） 総合教育会議に関すること。 

 第４条第１項企画政策部の部企画法制課の款観光企画調整係の項第３号中「係」を「グループ」に

改める。 

 第４条第１項市民部の部まちづくり振興室自治振興課の款を次のように改める。 

 まちづくり振興室自治振興課 

  まちづくり推進係 

   （１） 協働によるまちづくりに関する施策の企画及び総合調整に関すること。 

   （２） 自治会との連絡調整に関すること。 

   （３） まちづくり団体の支援に関すること。 

   （４） 地域コミュニティ活動の推進及び支援に関すること。 

   （５） ボランティア活動及び特定非営利活動に関すること。 

   （６） 地縁による団体の認可に関すること。 

   （７） きぼう号の運行に関すること。 

   （８） 課内の他の係の補助に関すること。 

  防災係 

   （１） 国民保護計画に関すること。 

   （２） 地域防災計画に関すること。 

   （３） 消防団及び奈良県広域消防組合との連絡調整に関すること。 

   （４） 自衛官の募集に関すること。 

   （５） 課内の他の係の補助に関すること。 

  市民交流センター準備係 

   （１） 市民交流センターの準備に関すること。 

   （２） 課内の他の係の補助に関すること。 

 第４条第１項福祉部の部保護課の款庶務係の項第２号中「他のグループ」を「他の係及びグループ」

に改め、同款に次のように加える。 

  生活困窮者自立支援係 

   （１） 生活困窮者の自立支援に関すること。 

   （２） 課内の他の係及びグループの補助に関すること。 

 第４条第１項福祉部の部保育課の款保育所係の項を次のように改める。 
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  保育所係 

   （１） 市立保育所及び市立幼保連携型認定こども園の教育・保育計画の策定に関すること。 

   （２） 市立保育所及び市立幼保連携型認定こども園の管理及び運営に関すること。 

   （３） 保育所及び幼保連携型認定こども園の利用に関すること。 

   （４） 保育所及び幼保連携型認定こども園の保育料に関すること。 

   （５） 私立保育所及び私立幼保連携型認定こども園の指導及び助成に関すること。 

   （６） 市立保育所及び市立幼保連携型認定こども園に勤務する職員の服務等に係る事務手続

に関すること。 

 第４条第１項保健部の部地域包括支援課の款を次のように改める。 

 地域包括支援課 

  事務係 

   （１） 地域包括支援センター業務に係る経理に関すること。 

   （２） 地域支援事業における任意事業に関すること。 

   （３） 課内の他の係の補助に関すること。 

  支援係 

   （１） 高齢者の包括支援施策の企画及び総合調整に関すること。 

   （２） 高齢者の総合相談及び課題解決の支援に関すること。 

   （３） 介護予防マネジメントに関すること。 

   （４） 包括的・継続的マネジメントに関すること。 

   （５） 前各号に掲げるもののほか、地域包括支援センター業務に関すること。 

   （６） 課内の他の係の補助に関すること。 

 第４条第１項保健部の部保険医療課の款及び同項環境建設部の部クリーンセンター企画整備課の款

中「グループ」を「係」に改める。 

 第４条第２項第２号中「集中改革プラン」を「中期財政適正化フレーム」に改め、同項第３号中「認

定こども園」の次に「の設置」を加える。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

規則第１６号 

 一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和３３年規則第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第５イの表中「 

３３ 

３４ 

３４ 

３４ 

３５ 

３５ 

３５ 

３６ 
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３８ 

３８ 

３９ 

３９ 

４０ 

４０ 
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３６ 

３７ 
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３９ 
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４１ 

４２ 

４２ 

４３ 

４３ 

４４ 

４４ 

４５ 

６９ 

６９ 

７０ 

７０ 

７１ 

７１ 

７２ 

７２ 

７３ 

７３ 

７４ 

７４ 

７５ 
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５３ 

５３ 

５３ 

５３ 

５４ 

５４ 

５５ 
 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 
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５１ 

５１ 
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５１ 

５２ 

５２ 

５２ 

５２ 

５３ 

３０ 

３０ 

３０ 

３１ 

３１ 

３１ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３３ 

３３ 

３３ 

３３ 

３４ 

３４ 

３４ 

３４ 

３５ 

３５ 
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３６ 
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         「 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           」に改める。 

 別表第５ロの表中「 

２９ 

３０ 

３０ 

３０ 

３０ 

３１ 

３１ 

３１ 

３１ 

３１ 

３１ 

３１ 

３１ 

３１ 

３１ 

３１ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 
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３２ 

３３ 

３３ 

３４ 

３４ 

３５ 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 
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３８ 

３８ 
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３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

５８ 

５８ 

５９ 

５９ 

６０ 

６０ 
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６８ 

６８ 
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６２ 

６３ 

６３ 

６３ 
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 別表第５ハの表中「 

 

 

 

            

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 
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６７ 

６７ 

６８ 

６８ 

６８ 

６８ 

６９ 

６９ 

６９ 

６９ 

７０ 

７０ 

７０ 

７０ 

７１ 



平成２７年７月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報              第３１８号 

 26 

 

 

 

」を 

         「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 」に、    

         「 

７１ 

７１ 

７１ 

７２ 

６５ 

６６ 

６６ 

６６ 

６６ 

６６ 

６７ 

６７ 

６７ 

６７ 

６７ 

６８ 

６８ 

６８ 

６８ 

６８ 

６９ 

６９ 

６９ 

７０ 

７０ 

７０ 

７１ 

７１ 

７１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 



平成２７年７月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報              第３１８号 

 27 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

４０ 

４１ 

４２ 

４３ 

４４ 

４５ 

４６ 

４７ 

４８ 

４９ 

５０ 

５１ 

５２ 

５３ 

５４ 



平成２７年７月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報              第３１８号 

 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   」を 

５５ 

５６ 

５７ 

５８ 

５９ 

６０ 

６１ 

６１ 

６２ 

６２ 

６３ 

６３ 

６４ 

６４ 

６５ 

６６ 

６７ 

６８ 

６９ 

６９ 

７０ 

７０ 

７１ 

７１ 

７２ 

７２ 

７３ 

７３ 

７４ 

７４ 

７５ 

７５ 

７６ 

７６ 

７７ 

７７ 

７８ 

７８ 

７９ 

７９ 

８０ 

８０ 

８１ 

８１ 

８２ 

８２ 

８３ 



平成２７年７月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報              第３１８号 

 29 

         「 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

４０ 

４１ 

４２ 

４３ 

４４ 

４５ 

４６ 

４７ 



平成２７年７月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報              第３１８号 

 30 

４８ 

４９ 

５０ 

５１ 

５２ 

５３ 

５４ 

５５ 

５６ 

５７ 

５８ 

５９ 

６０ 

６１ 

６２ 

６３ 

６４ 

６５ 

６６ 

６７ 

６８ 

６９ 

６９ 

７０ 

７０ 

７１ 

７１ 

７２ 

７２ 

７３ 

７３ 

７４ 

７４ 

７５ 

７５ 

７６ 

７６ 

７７ 

７７ 

７８ 

７８ 

７８ 

７８ 

７９ 

７９ 

７９ 

７９ 

８０ 



平成２７年７月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報              第３１８号 

 31 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  」に、     

         「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 」を 

         「 

８０ 

８０ 

８０ 

８０ 

８０ 

８０ 

８０ 

８０ 

８０ 

８０ 

８０ 

８０ 

８０ 

８０ 

８１ 

８１ 

８１ 

８１ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２５ 

２６ 

２６ 

２７ 

２７ 

２８ 

２８ 

２９ 

２９ 

３０ 

３０ 

３１ 

２０ 

２０ 

２０ 



平成２７年７月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報              第３１８号 

 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 」に改める。 

 別表第５ホの表中「 
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３５ 

３６ 
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４１ 
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」に改める。 

 別表第５への表中「 

１５ 

１６ 

１６ 

８６ 

８６ 

８６ 

８７ 

８７ 

８７ 

８８ 

８８ 

８８ 

８９ 

８９ 

８９ 

９０ 

９０ 

９０ 

９１ 

９１ 

９１ 

９２ 

９２ 

９２ 

９３ 

９３ 

９３ 

９３ 

９４ 

９４ 

９４ 

９４ 

９５ 

９５ 

９５ 

９５ 

９６ 

９６ 

９６ 

９６ 



平成２７年７月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報              第３１８号 

 37 

 

 

 

 

         

 

 

」を 

         「 

９７ 

９７ 

９７ 

９８ 

９８ 

９８ 

９９ 

９９ 

９９ 

８５ 

８６ 

８６ 

８６ 

８６ 

８７ 

８７ 

８７ 

８７ 

８８ 

８８ 

８８ 

８８ 

８９ 

８９ 

８９ 

８９ 

９０ 

９０ 

９０ 

９０ 

９１ 

９１ 

９１ 

９１ 

９２ 

９２ 

９２ 

９２ 

９３ 

９３ 

９３ 



平成２７年７月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報              第３１８号 

 38 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

      」に、 

         「 

９３ 

９４ 

９４ 

９４ 

９４ 

９５ 

９５ 

９５ 

９５ 

９６ 

９６ 

９６ 

９６ 

９７ 

８６ 

８６ 

８６ 

８７ 

８７ 

８７ 

８８ 

８８ 

８８ 

８９ 

８９ 

８９ 

９０ 

９０ 

９０ 

９１ 

９１ 

９１ 

９２ 

９２ 

９２ 

９３ 

９３ 

９３ 

９４ 

９４ 

９４ 



平成２７年７月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報              第３１８号 

 39 

 

 

 

 

 

 」を 

         「 

 

 

          

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

９５ 

９５ 

９５ 

９６ 

９６ 

９６ 

９７ 

８５ 

８６ 

８６ 

８６ 

８６ 

８７ 

８７ 

８７ 

８７ 

８８ 

８８ 

８８ 

８８ 

８９ 

８９ 

８９ 

９０ 

９０ 

９０ 

９０ 

９０ 

９１ 

９１ 

９１ 

９１ 

９１ 

９２ 

９２ 

９２ 

９２ 

９２ 

９３ 

９３ 

９３ 



平成２７年７月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報              第３１８号 

 40 

」に、 

         「 

 

  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

          」を 

         「 

 

 

 

      

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

４２ 

４２ 

４２ 

４３ 

４３ 

４３ 

４４ 

４４ 

４４ 

４５ 

４５ 

４５ 

４６ 

４６ 

４６ 

４７ 

４７ 

４７ 

４１ 

４１ 

４１ 

４２ 

４２ 

４２ 

４２ 

４２ 

４２ 

４３ 

４３ 

４３ 

４３ 

４３ 

４３ 

４４ 

４４ 

４４ 



平成２７年７月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報              第３１８号 

 41 

   」に、 

         「 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           」を 

         「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  」に改める。 

 附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

３７ 
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規則第１７号 

 大和高田市職員の職名等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市職員の職名等に関する規則の一部を改正する規則 

 大和高田市職員の職名等に関する規則（平成１９年規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

 別表事務の項中「一般事務」の次に「、保育教諭」を加える。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

規則第１９号 

 大和高田市児童手当事務処理規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市児童手当事務処理規則の一部を改正する規則 

大和高田市児童手当事務処理規則（平成２４年規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「「省令」」を「「府令」」に改める。 

 第４条から第１２条まで、第１３条第１項及び第２項並びに第１４条中「省令」を「府令」に改め

る。 

 第１５条第１項中「第２２条の２」を「第２０条」に改め、同条第２項中「省令」を「府令」に、

「第２２条の３」を「第２１条」に、「第２２条の４」を「第２２条」に改める。 

 第１６条第１項中「第２２条の３」を「第２１条」に改め、同条第２項中「省令」を「府令」に、

「第２２条の２」を「第２０条」に、「第２２条の４」を「第２２条」に改める。 

 第１７条第１項中「第２２条の４」を「第２２条」に改め、同条第３項中「第２２条の２」を「第

２０条」に、「第２２条の３」を「第２１条」に改める。 

 様式第１５号中「第２２条」を「第２０条」に改める。 

 様式第１６号中「第２２条の３」を「第２１条」に改める。 

 様式第１７号中「第２２条の４」を「第２２条」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

規則第２０号 

 大和高田市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

大和高田市職員の育児休業等に関する条例施行規則（平成４年規則第１２号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条の３第１号中「保育所における保育の実施」を「児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第３９条第１項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園における保育又は

児童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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訓令第７号 

 大和高田市地域包括ケアシステム構築会議設置要綱を次のように定める。 

  平成２６年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市地域包括ケアシステム構築会議設置要綱 

 （設置） 

第１条 高齢者に対する支援の充実及び社会基盤の整備を進め、高齢社会対策の効率的かつ効果的な

推進を図るため、大和高田市地域包括ケアシステム構築会議（以下「ケアシステム構築会議」とい

う。）を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 ケアシステム構築会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 地域包括ケアシステム構築に係る重要事項に関すること。 

 （２） 高齢社会の課題の解決に関すること。 

 （３） 高齢社会対策の推進に係る調査、研究、計画の策定及び施策の実施に関すること。 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、高齢社会対策に係る重要事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 ケアシステム構築会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、副市長をもって充てる。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。 

４ 委員は、職員のうちから市長が任命する。 

 （会長及び副会長） 

第４条 会長は、ケアシステム構築会議を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

 （会議） 

第５条 ケアシステム構築会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ ケアシステム構築会議の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、ケアシステム構築会議の会議に委員以外の職員その他関係

人を出席させ、意見を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （専門部会） 

第６条 ケアシステム構築会議は、専門の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、専門

部会を置くことができる。 

２ 専門部会の部会長、副部会長及び部会員は、委員のうちから会長が指名する。 

 （庶務） 

第７条 ケアシステム構築会議の庶務は、保健部地域包括支援課において処理する。 

 （補則） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、ケアシステム構築会議の運営に関し必要な事項は、会長が定

める。 

   附 則 

 この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 

訓令第１号 

訓 令 
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 大和高田市総合教育会議設置要綱を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市総合教育会議設置要綱 

（設置） 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」という。）

第１条の４第１項の規定に基づき設置する大和高田市総合教育会議（以下「総合教育会議」という。）

に関して必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務）  

第２条 総合教育会議は、次に掲げる事項についての協議及び調整を行う。 

（１） 本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する事項 

（２） 本市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振

興を図るため重点的に講ずべき施策に関する事項 

（３） 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見

込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関する事項 

 （構成員） 

第３条 総合教育会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。 

 （会議） 

第４条 総合教育会議は、市長が招集する。 

２ 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対

し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。 

３ 総合教育会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整

の結果を尊重しなければならない。 

 （意見聴取） 

第５条 総合教育会議は、第２条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学

識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。 

 （会議の公開） 

第６条 総合教育会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認める

とき、又は総合教育会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認

めるときは、この限りでない。 

 （議事録） 

第７条 市長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとす

る。ただし、前条ただし書の規定により会議を非公開としたときは、この限りでない。 

 （庶務） 

第８条 総合教育会議の庶務は、企画政策部企画法制課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定

める。 

   附 則 

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

訓令第２号 

 大和高田市公営住宅長寿命化計画策定委員会設置要綱を廃止する訓令を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   
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   大和高田市公営住宅長寿命化計画策定委員会設置要綱を廃止する訓令 

 大和高田市公営住宅長寿命化計画策定委員会設置要綱（平成２６年訓令第１１号）は、廃止する。 

   附 則 

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

訓令第４号の２ 

 大和高田市決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市決裁規程の一部を改正する訓令 

 大和高田市決裁規程（平成９年訓令第６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の３の項第５号に次のように加える。 

   イ 市民交流センターの準備に関すること。 

 別表第２の４の項第１号に次のように加える。 

    （シ） 生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号） 

 別表第２の４の項第３号に次のように加える。 

   イ 生活困窮者自立支援法に関する事務のうち軽易なもの 

 別表第２の４の項第５号ア中「保育所」を「市立保育所及び市立幼保連携型認定こども園」に改め

る。 

   附 則 

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

訓令第７号 

 大和高田市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱を次のように定める。 

  平成２７年５月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 大和高田市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）の策定について必

要な事項を調査、検討を行うため、大和高田市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会（以下

「策定委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 地方人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。 

（２） その他総合戦略の策定に関し必要な事項の調査検討 

（組織） 

第３条 策定委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

（１） 副市長 

（２） 教育長 

（３） 企画政策部長 

（４） 財務部長 

（５） 市民部長 

（６） 福祉部長 

（７） 保健部長 

（８） 環境建設部長 
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（９） 上下水道部長 

（１０） 市立病院事務局長 

（１１） 教育委員会事務局長 

（１２） 議会事務局長 

２ 委員長は、副市長をもって充てる。 

３ 副委員長は、教育長をもって充てる。 

（会議） 

第４条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

４ 策定委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、策定委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その意見

又は説明を求めることができる。 

（庶務） 

第５条 策定委員会の庶務は、企画政策部企画法制課において処理する。 

（委任） 

第６条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会

に諮って定める。 

附 則 

 この訓令は、告示の日から施行する。 

 

 

 

告示第２３号 

 大和高田市国民健康保険人間ドック等補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のよう定める。 

  平成２７年３月２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市国民健康保険人間ドック等補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市国民健康保険人間ドック等補助金交付要綱（平成４年告示第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 題名を次のように改める。 

   大和高田市国民健康保険脳ドック検診補助金交付要綱 

 第１条中「要綱」を「告示」に、「人間ドック及び脳ドックによる健康診査（以下「人間ドック等」

を「脳ドックによる検診（以下「検診」に、「人間ドック等補助金」を「脳ドック検診補助金」に改め

る。 

 第２条第１項中「すべて」を「全て」に改め、同項第１号中「３０歳（脳ドックにあっては満４０

歳）」を「４０歳」に改め、同項第３号中「納期限」を「申請時において納期限」に改め、同項第４号

中「要綱」を「告示」に改める。 

 第３条中「人間ドック等」を「検診」に改める。 

 第４条第１項中「人間ドック等」を「検診」に、「８割」を「７割」に、「４万円」を「２万５千円」

に改める。 

 第５条及び第６条中「人間ドック・脳ドック」を「脳ドック検診」に改める。 

 第７条第１項中「受診券を指定医療機関に提出するとともに、人間ドック等」を「検診を受診しよ

うとする指定医療機関に予約を行い、当該指定医療機関が指定する日に受診券及び国民健康保険被保

告 示 
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険者証を提出して検診を受診するものとし、検診」に改め、「した額を」の次に「当該」を加え、同条

第２項中「決定通知書に定められた日時に受診できない場合は」を「やむを得ない理由により検診を

受診することができなくなったとき、又は受診券の交付日から１月以内に指定医療機関での予約手続

を行わなかったときは」に改める。 

 第８条中「人間ドック等」を「検診」に改める。 

 第９条中「要綱」を「告示」に改める。 

様式第１号から様式第３号までを次のように改める。 

 

様式第１号（第５条関係） 

大 和 高 田 市 国 民 健 康 保 険 

【脳ドック検診】補助金交付申請書 

保険証記号・番号  

受 診 者 氏 名  

生 年 月 日  

住 所  

電 話 番 号  

世 帯 主 名  

 

受 診 年 月 日     年  月  日 
午前    時～    時 

午後    時～    時 

    

 

交付要件（申請日時点において） 

① 受診者が満４０歳以上の被保険者であること。 （満   歳） 該・非 

② 受診者が引き続き１年以上被保険者の資格があること。 
資格取得日 
年  月  日 該・非 

③ 国民健康保険税を完納している世帯の被保険者であること。 該・非 

④ 同一年度内にこの補助金交付を受けていないこと。（前回受診      ） 該・非 
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年  月  日  
 上記のとおり、脳ドック検診の補助金交付を申請いたします。 
 なお、受診後の医師の指導を遵守し、積極的に健康管理に努めます。 
 

  大和高田市長     殿 

申請者 住 所           

氏 名         

                     （自署又は記名押印）  

 

様式第２号（第６条関係） 

大 和 高 田 市 国 民 健 康 保 険 

【脳ドック検診】補助金交付決定通知書 

保険証記号・番号  

受 診 者 氏 名  

生 年 月 日  

住 所  

電 話 番 号  

世 帯 主 名  

 

受 診 年 月 日     年  月  日 
午前    時～    時 

午後    時～    時 

    

 ● 検診を受けようとする指定医療機関で受診日の予約手続を行ってください。 

 ※ 受診日の予約手続は、下記交付日より１月以内に行ってください。 

 ● 受診後は医師の指導を遵守し、積極的に健康管理に努めてください。 

        年  月  日 

大和高田市長            

 

様式第３号（第６条関係） 

大 和 高 田 市 国 民 健 康 保 険 

【 脳 ド ッ ク 検 診 】 受 診 券 

保険証記号・番号  

受 診 者 氏 名  

生 年 月 日  

住 所  
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電 話 番 号  

世 帯 主 名  

 

受 診 年 月 日     年  月  日 
午前    時～    時 

午後    時～    時 

    

 ● この受診券と国民健康保険被保険者証を持参して、予約した指定医療機関で受診してください。 

 ● この受診券は、脳ドック検診を受診するための資格証ですので、受診日まで大切に保管して、

万一、紛失された場合は、直ちにご連絡ください。 

        年  月  日 

     大和高田市長            

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正後の大和高田市国民健康保険人間ドック等補助金交付要綱の規定は、この告

示の公布の日（以下「公布日」という。）以後に交付申請したこの告示の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の受診について適用し、公布日前に交付申請した施行日以後の受診については、な

お従前の例による。 

 

告示第４９号の２ 

 大和高田市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱（平成１６年告示第３７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条中第６号を第１２号とし、第５号の次に次の６号を加える。 

 （６）准看護師 

 （７）管理栄養士 

 （８）栄養士 

 （９）歯科衛生士 

 （１０）理容師 

 （１１）美容師 

 様式第１号中 

「 

修業資格 看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・その他（   ） 

                                          」を 

「 
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修業資格 
看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・准看護士・管理

栄養士・栄養士・歯科衛生士・理容師・美容師・その他（   ） 

                                          」に 

改める。 

   附 則 

 この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

告示第５０号の２ 

 大和高田市業者選定等審査会要綱及び大和高田市新型インフルエンザ等対策本部運営要綱の一部を

改正する告示を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

大和高田市業者選定等審査会要綱及び大和高田市新型インフルエンザ等対策本部運営要綱の一

部を改正する告示 

 （大和高田市業者選定等審査会要綱の一部改正） 

第１条 大和高田市業者選定等審査会要綱（平成１４年告示第７２号の２）の一部を次のように改正

する。 

  第４条第４項中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号を第７号とし、第９号を第８号とす

る。 

  第１２条第２項第１号中「、環境建設部理事」を削る。 

 （大和高田市新型インフルエンザ等対策本部運営要綱の一部改正） 

第２条 大和高田市新型インフルエンザ等対策本部運営要綱（平成２５年告示第２３号）の一部を次

のように改正する。 

  第３条第１項中第９号を削り、第１０号を第９号とし、第１１号から第１３号までを１号ずつ繰

り上げる。 

   附 則 

 この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

告示第５２号 

 大和高田市有害鳥獣捕獲許可事務取扱要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市有害鳥獣捕獲許可事務取扱要綱の一部を改正する告示 

大和高田市有害鳥獣捕獲許可事務取扱要綱（平成２２年告示第８３号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正

化に関する法律」に改める。 

第２条第１号中「鳥獣に」の前に「鳥獣の管理を目的とした鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の

うち、鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針（平成２６年環境省告示第１３３

号）において定める」を加え、同条第２号中「奈良県鳥獣保護事業計画」を「奈良県鳥獣保護管理事

業計画」に改める。 

第４条第１項中「奈良県鳥獣保護事業計画」を「奈良県鳥獣保護管理事業計画」に、「シカ」を「ニ
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ホンジカ」に、「サル」を「ニホンザル」に改める。 

 第５条第１号中「シカ」を「ニホンジカ」に、「サル」を「ニホンザル」に改める。 

 第８条第１項第３号中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則（平成１４年環境省令

第２８号）第６７条で定める」を削る。 

 第９条第１項第３号中「シカ」を「ニホンジカ」に改め、同項第４号中「サル」を「ニホンザル」

に改め、同条第２項中「サル」を「ニホンザル」に改める。 

 様式第１号及び様式第４号中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管

理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める。 

 様式第６号中「鳥獣保護員」を「鳥獣保護管理員」に、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」

を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める。 

 様式第７号中「鳥獣保護員」を「鳥獣保護管理員」に改める。 

 様式第１２号及び様式第１３号中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則」を「鳥獣

の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」に改める。 

 様式第１４号中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成２７年５月２９日から施行する。 

 

告示第６４号の２ 

 大和高田市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定意見交換会設置要綱を次のように定める。 

  平成２７年５月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定意見交換会設置要綱 

（設置） 

第１条 大和高田市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）の策定に向けて幅

広い意見を求めるため、大和高田市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定意見交換会（以下「意見

交換会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 意見交換会は、総合戦略の策定に関して意見を述べるものとする。 

 （組織） 

第３条 意見交換会の委員は、２０人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 公募による市民代表者 

（２） 学識経験を有する者 

（３） 市内で活動する各種団体の構成員 

（４） その他市長が必要と認める者 

 （会長及び副会長） 

第４条 意見交換会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、意見交換会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 意見交換会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 意見交換会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、意見交換会の会議に委員以外の者を出席させ、その意見又

は説明を求めることができる。 
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（庶務） 

第６条 意見交換会の庶務は、企画政策部企画法制課において処理する。 

（委任） 

第７条 この告示に定めるもののほか、意見交換会の運営に関し必要な事項は、会長が意見交換会に

諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この告示の施行後最初に行われる意見交換会の会議の招集は、第５条第１項の規定にかかわらず、

市長が招集する。 

 

告示第７５号 

 平成２７年６月１５日大和高田市議会定例会を本市議事堂に招集する。 

  平成２７年６月８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

告示第７６号 

 平成２７年度固定資産税・都市計画税納税通知書を郵便により送達しましたが、その送達を受ける

べき者の住所等が不明であるため送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０

条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、財務部税務課固定資産税係で保管し、送達を受けるべき者から交付

の申出があればいつでも交付します。 

   平成２７年６月８日 

                               大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１．この納税通知書の発送月日      

  平成２７年４月１０日 

２．この公示送達により変更する納期限  

変更前 平成２７年４月３０日 

    変更後 平成２７年７月３１日 

３．送達を受けるべき者        

市役所前の掲示場に掲示済み  

注）地方税法第２０条の２第３項の規定により公示送達をした日から起算して７日を経過したときに

書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第７７号 

 平成２７年度固定資産税・都市計画税納税通知書を郵便により送達しましたが、その送達を受ける

べき者の住所等が不明であるため送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０

条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、財務部税務課固定資産税係で保管し、送達を受けるべき者から交付

の申出があればいつでも交付します。 

   平成２７年６月１２日 

                               大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 
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１．この納税通知書の発送月日      

  平成２７年４月１０日 

２．この公示送達により変更する納期限  

変更前 平成２７年４月３０日 

    変更後 平成２７年７月３１日 

３．送達を受けるべき者        

市役所前の掲示場に掲示済み  

注）地方税法第２０条の２第３項の規定により公示送達をした日から起算して７日を経過したときに

書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第７８号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定に基づき、次の者を職権により消除した

ので、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。                               

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、

大和高田市長に対し異議申立てをすることができるとともに、当該異議申立ての決定に不服があると

きは、その決定のあったことを知った日の翌日から起算して３０日以内に、奈良県知事に対し審査請

求をすることができる。 

  平成２７年６月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１．職権消除日     平成２７年６月１７日 

２．職権消除される者  市役所前の掲示場に掲示済み 

 

告示第７９号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定に基づき、次の者を職権により消除した

ので、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。                               

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、

大和高田市長に対し異議申立てをすることができるとともに、当該異議申立ての決定に不服があると

きは、その決定のあったことを知った日の翌日から起算して３０日以内に、奈良県知事に対し審査請

求をすることができる。 

  平成２７年６月１９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１．職権消除日     平成２７年６月１９日 

２．職権消除される者  市役所前の掲示場に掲示済み 

 

告示第８０号 

 平成２７年度軽自動車税納税通知書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所

等が不明であるため送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、財務部税務課市民税係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申

出があればいつでも交付します。 

  平成２７年６月１９日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．納税通知書の発送年月日 
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平成２７年５月１日 

２．この公示送達により変更する納期限 

  変更前 平成２７年６月１日 

  変更後 平成２７年７月１０日 

３．送達を受けるべき者 

  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注） 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第８１号 

平成２７年６月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２１９条第２項の規定により公表します。 

  平成２７年６月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克  

  

１ 平成２７年度大和高田市一般会計補正予算（第１号） 

２ 平成２７年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

３ 平成２７年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

４ 平成２７年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号） 

平成２７年度大和高田市一般会計補正予算（第１号） 

 

平成２７年度大和高田市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２９，３００千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２３，３６９，３００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為は、「第２表 債務負担行為補正」による 

（地方債の補正） 

第３条 地方債は、「第３表 地方債補正」による。 
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第２表　債務負担行為補正

（単位：千円）

期 間 限 度 額

地域防災計画策定業務 平成28年度末まで 4,000     

事 項
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平成２７年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

平成２７年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

第３表　地方債補正 

１　追　加

起 債 の 目 的 限 度 額

千円 ％

(借入方法 ) 4.0 以内

大 和 高 田 当 麻 線
街 路 事 業

6,600 〃 〃 〃

計 64,400

57,800

(ただし､利率見
直し方式で借入
れる場合につい
て､利率の見直し
を行った後にお
いては､当該見直
し後の利率)

じん芥焼却場整備事業

普通貸借又
は証券発行
の方法によ
る。

  政府資金については、
その融資条件により、銀
行その他の場合にはその
債権者と協定するものに
よる。
　ただし、市財政の都合
により据置期間及び償還
期間を短縮し、又は繰上
償還もしくは低利に借換
えすることができる。

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

２　変　更

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の 方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の 方法

千円 （借入方法）      % 政府資金に 千円 （借入方法）      % 政府資金に

4.0 ついては、そ 4.0 ついては、そ

普通貸借又は 以内 の融資条件に 普通貸借又は 以内 の融資条件に

証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ 証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ

法による。 利率見直 の他の場合に 法による。 利率見直 の他の場合に

230,300 し方式で はその債権者 310,600 し方式で はその債権者

借入れる と協定するも 借入れる と協定するも

場合につ の に よ る 。 場合につ の に よ る 。

いて、利 ただし、市 いて、利 ただし、市

率の見直 財政の都合に 率の見直 財政の都合に

しを行っ より据置期間 しを行っ より据置期間

た後にお 及び償還期間 た後にお 及び償還期間

いては、 を短縮し、又 いては、 を短縮し、又

当該見直 は繰上償還も 当該見直 は繰上償還も

し後の利 しくは低利に し後の利 しくは低利に

率） 借換えするこ 率） 借換えするこ

とができる。 とができる。

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

都市再生整備事
業
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（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，９５８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ９，７０６，２５８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

平成２７年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

平成２７年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，４７１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ５，５２６，２７１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成２７年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

平成２７年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９１５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ６７８，３１５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 
 

告示第８３号 

 平成２７年度固定資産税・都市計画税第１期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受

けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２７年７月１日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 平成２７年５月２６日  
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２ 送達を受けるべき者  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第８４号 

 平成２６年度国民健康保険税第７期及び随２期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を

受けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２７年７月１日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日  

  平成２６年度国民健康保険税第７期 平成２７年２月２０日 

  平成２６年度国民健康保険税随２期 平成２７年５月１９日 

２ 送達を受けるべき者  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第８５号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条の２第２項の規定に

より放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定によ

り告示します。 

  平成２７年７月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内に放置されていたため 

２．移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量等 

移動年月日 場所の区分 地区 自転車 
原動機付

自転車 

平成２７年６月３日 道路 大和高田市大字築山地区 １  

平成２７年６月８日 道路 大和高田市田井新町地区 １  

平成２７年６月８日 道路 大和高田市日之出町地区 １  

平成２７年６月８日 道路 大和高田市大字市場地区 １  

平成２７年６月１０日 道路 大和高田市北本町地区 １  

平成２７年６月１０日 道路 大和高田市大字曽大根地区 １  

平成２７年６月１６日 道路 大和高田市南今里町地区 １  

平成２７年６月１６日 道路 大和高田市大字野口地区 １  

平成２７年６月１９日 道路 大和高田市北本町地区 ６  

平成２７年６月２３日 道路 大和高田市大字松塚地区 ３  
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平成２７年６月２３日 道路 大和高田市大字曽大根地区 １  

平成２７年６月２４日 道路 大和高田市大字田井地区 １  

平成２７年６月２５日 道路 大和高田市大字築山地区 １  

平成２７年６月２９日 道路 大和高田市礒野北町地区 １  

３．保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下臨時自転車保管所 

４．引取期間 

  告示の日から６０日間。ただし祝日を除く。 

５．引取時間 

  午前９時～正午・午後１時～午後５時。ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

６．引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

  ア．移動費 ２，０００円 

  イ．保管費 １，０００円。ただし、移動日から１４日以内は無料 

７．連絡先 

  大和高田市役所 生活安全課  電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

 

 

公告第５７号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年６月９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 高田中学校体育館・給食棟・エレベーター棟実施設計業務委託 

２ 業務対象

場所 
大和高田市 大中東町 地内 

３ 業務期間 
契約締結の日から平成２７年１２月２５日（金）まで 

基本設計は、平成２７年１０月３０日（金）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者名簿の建築設計業務に登録されて

いる者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）建築士法（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第２３条の規定に基づく

一級建築士事務所の登録を行っていること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

公 告 
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（６）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注の建築設計

業務が履行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（８）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注の建築設計業務における他の

入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１５日（月）まで。ただし、

土曜日、及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年６月１６日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書を

送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布等 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布等の期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１５日（月）まで。ただし、

土曜日、及び日曜日を除きます。 

（２）配布等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布等の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

（４）費用の負担 

配布に係る費用は、頂きません。 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 
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質疑応答 平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１９日（金）まで 

（２）受付時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 

平成２７年６月２３日（火）午後５時まで 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年６月２９日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるものと

し、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年６月３０日（火）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 
無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限価格 

２２，３９０，０００円（消費税抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 



平成２７年７月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報              第３１８号 

 64 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第５８号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年６月９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 片塩中学校給食棟実施設計業務委託 

２ 業務対象

場所 
大和高田市 中三倉堂２丁目 地内 

３ 業務期間 
契約締結の日から平成２７年１２月２５日（金）まで 

基本設計は、平成２７年１０月３０日（金）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者名簿の建築設計業務に登録されて

いる者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）建築士法（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第２３条の規定に基づく

一級建築士事務所の登録を行っていること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注の建築設計

業務が履行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（８）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注の建築設計業務における他の

入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１５日（月）まで。ただし、

土曜日、及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 
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（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年６月１６日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書を

送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布等 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布等の期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１５日（月）まで。ただし、

土曜日、及び日曜日を除きます。 

（２）配布等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布等の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

（４）費用の負担 

配布に係る費用は、頂きません。 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１９日（金）まで 

（２）受付時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 

平成２７年６月２３日（火）午後５時まで 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年６月２９日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるものと

し、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 
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１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年６月３０日（火）午前９時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 
無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限価格 

４，２３０，０００円（消費税抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第５９号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年６月９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 高田西中学校給食棟実施設計業務委託 

２ 業務対象

場所 

大和高田市 池田 地内 

３ 業務期間 契約締結の日から平成２７年１２月２５日（金）まで 

基本設計は、平成２７年１０月３０日（金）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 
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５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者名簿の建築設計業務に登録されて

いる者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）建築士法（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第２３条の規定に基づく

一級建築士事務所の登録を行っていること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注の建築設計

業務が履行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（８）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注の建築設計業務における他の

入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１５日（月）まで。ただし、

土曜日、及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年６月１６日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書を

送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布等 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布等の期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１５日（月）まで。ただし、

土曜日、及び日曜日を除きます。 



平成２７年７月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報              第３１８号 

 68 

（２）配布等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布等の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

（４）費用の負担 

配布に係る費用は、頂きません。 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１９日（金）まで 

（２）受付時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 

平成２７年６月２３日（火）午後５時まで 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年６月２９日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるものと

し、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年６月３０日（火）午前９時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 
無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保 免除します。 
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証金 

１７ 最低制

限価格 

３，０１０，０００円（消費税抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第６０号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年６月９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 浮孔小学校児童ホーム設計・工事監理業務委託 

２ 業務対象

場所 
大和高田市 中三倉堂２丁目 地内 

３ 業務期間 契約締結の日から平成２８年３月３０日（水）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者名簿の建築設計業務に登録されて

いる者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）建築士法（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第２３条の規定に基づく

一級建築士事務所の登録を行っていること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注の建築設計

業務が履行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（８）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注の建築設計業務における他の

入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ
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るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１５日（月）まで。ただし、

土曜日、及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年６月１６日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書を

送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布等 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布等の期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１５日（月）まで。ただし、

土曜日、及び日曜日を除きます。 

（２）配布等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布等の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

（４）費用の負担 

配布に係る費用は、頂きません。 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１９日（金）まで 

（２）受付時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 

平成２７年６月２３日（火）午後５時まで 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年６月２９日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 
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不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるものと

し、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年６月３０日（火）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 
無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限価格 

２，４００，０００円（消費税抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第６１号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年６月９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 菅原小学校エレベーター棟実施設計業務委託 

２ 業務対象

場所 
大和高田市 根成柿 地内 

３ 業務期間 契約締結の日から平成２７年１１月３０日（月）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 
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５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者名簿の建築設計業務に登録されて

いる者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）建築士法（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第２３条の規定に基づく

一級建築士事務所の登録を行っていること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注の建築設計

業務が履行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（８）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注の建築設計業務における他の

入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１５日（月）まで。ただし、

土曜日、及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年６月１６日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書を

送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布等 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布等の期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１５日（月）まで。ただし、

土曜日、及び日曜日を除きます。 
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（２）配布等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布等の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

（４）費用の負担 

配布に係る費用は、頂きません。 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１９日（金）まで 

（２）受付時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 

平成２７年６月２３日（火）午後５時まで 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年６月２９日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるものと

し、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年６月３０日（火）午前９時４０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 
無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保 免除します。 
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証金 

１７ 最低制

限価格 

１，６７０，０００円（消費税抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第６２号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年７月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 消防設備定期点検業務（市内８小学校） 

２ 業務場所 大和高田市 旭北町他７ 地内 

３ 業務期間 契約締結の日から平成２８年３月３１日（木）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者名簿、又は大和高田市建物管理等

に係る役務の提供競争入札参加資格者名簿（建物管理業務）に登録されている者

であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）次のいずれかの資格を有する者であること。 

  ア）「消防設備点検資格者の第１種」及び「第２種」の資格を有する者 

  イ）「消防設備点検資格者の第１種」、「第４類及び５類の消防設備士甲種又は乙

種」及び「消防設備士乙種第７類」の資格を有する者 

  ウ）「消防設備点検有資格者の第２種」、「第１類の消防設備士甲種又は乙種」及

び「消防設備士乙種第６類」の資格を有する者 

  エ）「第１類、第４類及び第５類の消防設備士甲種又は乙種」及び「第６類、第

７類の消防設備士乙種」の資格を有する者 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 
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（２）必要書類として、入札参加資格要件 ５（３）に定める有資格者であること

を証する写しを申請書と同時に提出してください。また５（６）に係る暴力団排

除に関する誓約書を（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関

する誓約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、（１）の申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間 

平成２７年７月２日（木）から平成２７年７月６日（月）まで。ただし、土曜

日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年７月７日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書及

び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２７年７月２日（木）から平成２７年７月６日（月）まで。ただし、土曜

日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 前回の報

告書の閲覧 

 前回の報告書の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の日 

  平成２７年７月１０日（金） 

（２）閲覧の時間 

午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までを除きます。また

受付は午後３時３０分までとします。 

（３）閲覧等の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 教育総務課 

１０ 入札説

明書（仕

様書）に

ついての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期日 

平成２７年７月１３日（月） 

（２）受付時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 
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平成２７年７月１６日（木）午後５時まで 

１１ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年７月２１日（火）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるものと

し、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１２ 入札書

への記載 

 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１３ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１４ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年７月２２日（水）午後１時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１５ 入札の

無効 
無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１６ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１７ 契約保

証金 

大和高田市契約規則第３０条によるものとします。 

１８ 最低制

限基準比

較価格 

８４０，０００円（税抜き） 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が１者となった場合であっても、開札は執行します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第６３号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 
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平成２７年７月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 
消防設備定期点検業務（市内３中学校・市内６幼稚園・市内公立２認定こども園及

び６保育所） 

２ 業務場所 大和高田市 大中東町他１６ 地内 

３ 業務期間 契約締結の日から平成２８年３月３１日（木）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者名簿、又は大和高田市建物管理等

に係る役務の提供競争入札参加資格者名簿（建物管理業務）に登録されている者

であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）次のいずれかの資格を有する者であること。 

  ア）「消防設備点検資格者の第１種」及び「第２種」の資格を有する者 

  イ）「消防設備点検資格者の第１種」、「第４類及び５類の消防設備士甲種又は乙

種」及び「消防設備士乙種第７類」の資格を有する者 

  ウ）「消防設備点検有資格者の第２種」、「第１類の消防設備士甲種又は乙種」及

び「消防設備士乙種第６類」の資格を有する者 

  エ）「第１類、第４類及び第５類の消防設備士甲種又は乙種」及び「第６類、第

７類の消防設備士乙種」の資格を有する者 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、入札参加資格要件 ５（３）に定める有資格者であること

を証する写しを申請書と同時に提出してください。また５（６）に係る暴力団排

除に関する誓約書を（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関

する誓約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、（１）の申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間 

平成２７年７月２日（木）から平成２７年７月６日（月）まで。ただし、土曜

日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札 競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結
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参加資格の

確認通知 

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年７月７日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書及

び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２７年７月２日（木）から平成２７年７月６日（月）まで。ただし、土曜

日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 前回の報

告書の閲覧 

 前回の報告書の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の日 

  平成２７年７月１０日（金） 

（２）閲覧の時間 

午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までを除きます。また

受付は午後３時３０分までとします。 

（３）閲覧等の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 教育総務課 

１０ 入札説

明書（仕

様書）に

ついての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期日 

平成２７年７月１３日（月） 

（２）受付時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 

平成２７年７月１６日（木）午後５時まで 

１１ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年７月２１日（火）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるものと

し、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１２ 入札書

への記載 

 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１３ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収



平成２７年７月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報              第３１８号 

 79 

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１４ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年７月２２日（水）午後１時４０分 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１５ 入札の

無効 
無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１６ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１７ 契約保

証金 

大和高田市契約規則第３０条によるものとします。 

１８ 最低制

限基準比

較価格 

８４０，０００円（税抜き） 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が１者となった場合であっても、開札は執行します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第６４号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年７月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 
特殊建築物定期調査業務及び建築設備定期検査業務（市内公立２認定こども園及び

６保育所） 

２ 業務場所 大和高田市 内本町他７ 地内 

３ 業務期間 契約締結の日から平成２７年１２月２５日（金）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者名簿の建築設計に登録されている

者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）（３）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者
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の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（５）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間 

平成２７年７月２日（木）から平成２７年７月６日（月）まで。ただし、土曜

日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年７月７日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書を

送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２７年７月２日（木）から平成２７年７月６日（月）まで。ただし、土曜

日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 前回の報

告書の閲覧 

 前回の報告書の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の日 

  平成２７年７月１０日（金） 

（２）閲覧の時間 

午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までを除きます。また

受付は午後３時３０分までとします。 

（３）閲覧等の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 教育総務課 

１０ 入札説 入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ
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明書（仕

様書）に

ついての

質疑応答 

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期日 

平成２７年７月１３日（月） 

（２）受付時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 

平成２７年７月１６日（木）午後５時まで 

１１ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年７月２１日（火）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるものと

し、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１２ 入札書

への記載 

 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１３ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１４ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年７月２２日（水）午後２時 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１５ 入札の

無効 
無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなった者のした入札 

１６ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１７ 契約保

証金 

大和高田市契約規則第３０条によるものとします。 

１８ 最低制

限基準比

較価格 

５２６，０００円（税抜き） 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 
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（３）入札者が１者となった場合であっても、開札は執行します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

議会規則第１号 

 大和高田市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２７年６月２５日 

大和高田市議会         

議長 西 村 元 秀   

   大和高田市議会会議規則の一部を改正する規則 

 大和高田市議会会議規則（平成７年議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１項を加える。 

２ 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出するこ

とができる。 

第８４条に次の１項を加える。 

２ 委員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席届を提出する

ことができる。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

教育委員会規則第８号 

 児童ホーム設置条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市教育委員会       

                                委員長 吉 村 博 一   

児童ホーム設置条例施行規則の一部を改正する規則 

 児童ホーム設置条例施行規則（平成１３年教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の表土庫児童ホームの項中「１０人」を「４０人」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

教育委員会訓令第４号 

 大和高田市立学校給食調理業務プロポーザル選定委員会設置要綱を廃止する訓令を次のように定め

る。 

  平成２６年１０月１日 

大和高田市教育委員会       

                                委員長 吉 村 博 一   

   大和高田市立学校給食調理業務プロポーザル選定委員会設置要綱を廃止する訓令 

 大和高田市立学校給食調理業務プロポーザル選定委員会設置要綱（平成２５年教育委員会訓令第３

号）は、廃止する。 

   附 則 

教育委員会 

議会事務局 
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 この訓令は、告示の日から施行する。 

 

教育委員会告示第１１号の２ 

 大和高田市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和高田市教育委員会       

                                委員長 吉 村 博 一   

大和高田市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３４条の８第

２項の規定に基づき、国、都道府県及び市町村以外の者が法第６条の３第２項に規定する放課後児

童健全育成事業(以下「事業」という。)を行う場合の届出等について必要な事項を定めるものとす

る。 

（事業の開始の届出） 

第２条 本市において事業を行う者（以下「事業者」という。）は、法第３４条の８第２項の規定によ

り、あらかじめ、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号。以下「省令」という。）第

３６条の３２の２第１項各号に掲げられる事項を教育委員会に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届（様式第１号）により行うものとする。 

（届出事項の変更等） 

第３条 事業者は、届け出た事項に変更があったときは、法第３４条の８第３項の規定により、変更

の日から１月以内に、その旨を教育委員会に届け出なければならない。 

２ 前項の規定は、事業の休止の届出をした事業者が、休止していた当該届出に係る事業を再開した

場合について準用する。 

３ 前２項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届（様式第２号）により行うものとす

る。 

（事業の廃止又は休止の届出） 

第４条 事業者は、当該届出に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第３４条の８第

４項の規定により、あらかじめ、省令第３６条の３２の３各号に掲げられる事項を教育委員会に届

け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出は、放課後健全育成事業廃止（休止）届（様式第３号）により行うものと

する。 

（実績報告） 

第５条 事業者は、毎年４月２０日までに、前年度の事業の実施状況を教育委員会に報告しなければ

ならない。 

２ 前項の規定による報告は、放課後健全育成事業年次実績報告書（様式第４号）により行うものと

する。 

（補則） 

第６条 この告示に定めるもののほか、事業の届出等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

様式第１号（第２条関係） 

放課後児童健全育成事業開始届 

  年  月  日   

大和高田市教育委員会 殿 
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事業者 

住所（法人の場合は主たる事務所の所在地） 

氏名（法人名及び代表者の氏名） 

印   

児童福祉法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業を次のとおり開始するので、

届け出ます。 

事 業 の 内 容  

経営者の氏名及び住所

（法人であるときは、そ

の名称及び主たる事務所

の所在地） 

 

職 員 の 定 数 
職員数： 名（放課後児童支援員：  名、補助員：  名、 

       その他（事務職員等）：  名） 

施 設 の 名 称  

施 設 の 種 類  

施 設 の 所 在 地  

建 物 そ の 他 設 備 の 

規 模 及 び 構 造 

専用区画：  ㎡［１人当たり：  ㎡］     合計：  ㎡   

そ の 他 ：  ㎡ 

建物の構造：   造 建物の階数：  階建の  階   

事業開始の予定年月日  
 
 

書類を添付 

□定款その他の基本約款 

□運営規程 

□主な職員の氏名及び経歴（名簿等を添付） 

□職務の内容（上記の名簿等に記載） 

□建物その他設備の図面（平面図等を添付） 

□収支予算書及び事業計画書（ただし、教育委員会がインターネットを

利用してこれらの内容を閲覧できる場合は、添付不要） 

 

様式第２号（第３条関係） 

放課後児童健全育成事業変更届 

  年  月  日  

大和高田市教育委員会 殿 

事業者 

住所（法人の場合は主たる事務所の所在地） 

氏名（法人名及び代表者の氏名） 

印   

年  月  日に事業開始の届出を行った事業について、次のとおり変更したので、届け出ます。 
 

施設の名称  

施 設 の 所 在 地  
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変 更 す る 事 項 

（該当する事項の番号

に○） 

１ 事業の種類及び内容 

２ 経営者の氏名及び住所 

３ 定款その他の基本約款 

４ 運営規程 

５ 職員の定数及び職務内容 

６ 主な職員の氏名及び経歴 

７ 施設の名称 

８ 施設の種類 

９ 施設の所在地 

10 建物その他設備の規模及び構

造並びにその図面 

11 事業開始の予定年月日 

12 その他(              ) 

変 更 内 容 
（「変更する事項」欄

において○をした番

号に応じて記載） 

変

更

前 

 

変

更

後 

 

事 業 変 更 年 月 日  
 

【備考】  

変更する事項により、必要な書類を添付 

 

様式第３号（第４条関係） 

放課後児童健全育成事業廃止（休止）届 

  年  月  日  

大和高田市教育委員会 殿 

事業者 

住所（法人の場合は主たる事務所の所在地） 

氏名（法人名及び代表者の氏名） 

印   

年  月  日に事業開始の届出を行った事業について、次のとおり廃止（休止）するので、

届け出ます。 
 

施 設 の 名 称  

施 設 の 所 在 地  

経営者の氏名及び住所  

事 業 廃 止 又 は 休 止 の 

年月日 
 

 

休 止 予 定 期 間 

（該当する場合のみ） 
 

廃 止 又 は 休 止 の 理 由 

（ 具 体 的 に ） 

 

現に便宜を受けている児童

に 対 す る 措 置 

（ 具 体 的 に ） 

 

 

 

 

農業委員会告示第６号 

農業委員会 
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 大和高田市農業委員会７月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２７年６月２６日 

大和高田市農業委員会 

会長 松 田 榮 義   

記 

日時  平成２７年７月１０日（金）午後３時 

場所  市役所 ３階 東会議室 

議案 

第１号 農地法第３条第１項について申請の件 

第２号 農地法第４条規定による申請の件 

第３号 農地法第５条規定による申請の件 

第４号 その他 

 

 

 

水道事業告示第５号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 

平成２７年７月１日 

大和高田市水道事業管理者 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

業者名         代表者名    所在地 

ヒガシ設備工業     東  直正    奈良県香芝市今泉６６１－１５ 

森本設備機器株式会社  森本 真一   大阪府松原市丹南六丁目５７６－１ 

株式会社ＹＣ工業    洞  利男    奈良県五條市大沢町１２０８－１ 

                           

 

水道事業公告第３号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年６月４日 

（水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業 務 名  大和高田市水道事業窓口受付業務等委託 

２ 業務場所 大和高田市が指定した場所 

３ 履行期間 平成２７年８月１日から平成２８年７月３１日まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市物品等競争入札参加資格者登録名簿の役務の提供等

において窓口受付業務等に登録している者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

公営企業 
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なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（４）過去１０年以内（平成１７年４月１日から公告まで）に給水人口５万人以上

の水道事業体で次の①から③の業務を連続して１年以上（履行中のものを含む。）

受託した実績を有する者であること。 

 ① 水道料金の調定、納入の通知及び収納業務 

 ② 水道料金の滞納整理業務（給水停止業務を含む。） 

 ③ 水道開閉栓業務（量水器の引き上げ、設置を含む。） 

２ 個人情報を取り扱うための下記資格のいずれかを有する者であること。 

   イ ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１ 

   ロ プライバシーマーク 

（５）入札日において、大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第

８０号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（２）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）しています。 

（２）必要書類として、 

① ５（４）の受託実績を証する契約書及び業務仕様書の写し等 

② 個人情報を取り扱うための資格を証するものの写し 

③ ５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書 

を、（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本

市指定様式によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市

ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

ません。 

（４）受付期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１２日（金）まで。ただし、

正午から午後１時までを除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）提出場所 

大和高田市大東町５－２２ 

大和高田市上下水道部庁舎２階 水道総務課 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年６月１５日（月） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書を

送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送します。 

８ 入札説明

書（仕様書） 

 の配布等 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１２日（金）まで。ただし、
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正午から午後１時までを除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所  

大和高田市大東町５－２２ 

大和高田市上下水道部庁舎２階 水道総務課 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり行

います。（質問書の様式は、任意とします。） 

（１）受付期間 

平成２７年６月１０日（水）から平成２７年６月１６日（火）まで 

（２）受付時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先 

大和高田市上下水道部 水道総務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（４）回答期限 

平成２７年６月２１日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年６月２９日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市上下水道部庁舎 水道総務課 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるものと

し、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年６月３０日（火）午前１１時 

（２）場所 

    大和高田市上下水道部庁舎３階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に４に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定等 

落札者は、予定価格内で最低の価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保 免除します。 
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証金 

１７ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

水道事業公告第４号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年６月１０日 

（水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事・消火栓新設工事（出第１工区） 

２ 工事場所 大和高田市 出 地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年１０月３０日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録さ

れている者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

るものでないこと。 

（９）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（１０）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式に

ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロー

ド可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページ
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に掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間 

平成２７年６月１１日（木）から平成２７年６月１６日（火）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年６月１７日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 

平成２７年６月１１日（木）から平成２７年６月１６日（火）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎 ３階会議室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 

平成２７年６月１１日（木）から平成２７年６月１９日（金）まで 

（２）受付時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 

平成２７年６月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年６月２５日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 



平成２７年７月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報              第３１８号 

 91 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるものと

し、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴

収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資

格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年６月２６日（金）午前９時 

（２）場所 

  大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

１０，７１０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

水道事業公告第５号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年６月１０日 

（水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事・消火栓新設工事（西坊城） 

２ 工事場所 大和高田市 西坊城 地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年９月３０日（水）まで 
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４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録さ

れている者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

（９）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（１０）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式に

ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロー

ド可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間 

平成２７年６月１１日（木）から平成２７年６月１６日（火）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年６月１７日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送します。 
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８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 

平成２７年６月１１日（木）から平成２７年６月１６日（火）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎 ３階会議室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 

平成２７年６月１１日（木）から平成２７年６月１９日（金）まで 

（２）受付時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 

平成２７年６月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年６月２５日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるものと

し、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年６月２６日（金）午前９時１０分 

（２）場所 

  大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい
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て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

１０，２６０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

水道事業公告第６号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年６月１０日 

（水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事・消火栓新設工事（春日町１丁目） 

２ 工事場所 大和高田市 春日町１丁目 地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年９月３０日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録さ

れている者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

（９）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（１０）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 
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６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式に

ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロー

ド可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間 

平成２７年６月１１日（木）から平成２７年６月１６日（火）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年６月１７日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送します。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 

平成２７年６月１１日（木）から平成２７年６月１６日（火）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎 ３階会議室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 

平成２７年６月１１日（木）から平成２７年６月１９日（金）まで 

（２）受付時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 

平成２７年６月２２日（月）午後５時まで 
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回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年６月２５日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるものと

し、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年６月２６日（金）午前９時２０分 

（２）場所 

  大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

９，２７０，０００円 （消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

水道事業公告第７号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告
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します。 

平成２７年６月１０日 

（水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事・消火栓新設工事（根成柿第１工区） 

２ 工事場所 大和高田市 根成柿 地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年９月３０日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録さ

れている者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者

の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式に

ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロー

ド可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間 

平成２７年６月１１日（木）から平成２７年６月１６日（火）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札 競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結
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参加資格の

確認通知 

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年６月１７日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送します。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 

平成２７年６月１１日（木）から平成２７年６月１６日（火）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎 ３階会議室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 

平成２７年６月１１日（木）から平成２７年６月１９日（金）まで 

（２）受付時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 

平成２７年６月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年６月２５日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるものと

し、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年６月２６日（金）午前９時３０分 

（２）場所 

  大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 
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（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

８，６３０，０００円 （消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

水道事業公告第８号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２７年６月１０日 

（水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事（根成柿第２工区） 

２ 工事場所 大和高田市 根成柿 地内  

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年１０月３０日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２７年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録さ

れている者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者
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の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

ものでないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式に

ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロー

ド可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間 

平成２７年６月１１日（木）から平成２７年６月１６日（火）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２７年６月１７日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送します。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 

平成２７年６月１１日（木）から平成２７年６月１６日（火）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎 ３階会議室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 

平成２７年６月１１日（木）から平成２７年６月１９日（金）まで 

（２）受付時間 
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午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 

平成２７年６月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２７年６月２５日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降

に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるものと

し、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２７年６月２６日（金）午前９時４０分 

（２）場所 

  大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

６，４１０，０００円 （消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 
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２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

 

 

 


